デジタル技術現場実装事業実施要領

制定　令和３年４月１日

第１　趣旨

　デジタル技術現場実装事業（以下「本事業」という。）の円滑な推進を図るため、補助金の交付を受ける事業実施主体の長（以下「事業主体の長」という。）が行うべき事項については、静岡県補助金等交付規則（昭和31年静岡県規則第47号）、林業関係事業補助金交付要綱（昭和55年１月11日静岡県告示第16号、以下「県要綱」という。）、によるほか、この要領の定めるところによる。

第２　事業内容等
（１）事業の内容
　　　林業経営体がデジタル技術を活用した経営の改善に資する業務の効率化や労働安全の確保を図るための取組を支援する。
（２）補助対象経費
別表に掲げるデジタル技術を活用した経営の改善に資する業務の効率化や労働安全の確保に取り組む経費のうち、需用費、役務費、使用料及び賃借料、委託料を対象とする。
ただし、備品（性質又は形状を変えることなく、原形のまま比較的長期間（概ね１年）にわたって反復使用に耐える物）の取得経費は補助対象外とする。

　　　また、同一事業主体による同一デジタル技術の申請は、複数に分けて申請することは認めない。
第３　業務改善計画書の提出
本事業を実施し、補助金の交付を受けようとする事業主体の長は、デジタル技術現場実装業務改善計画書（以下「計画書」という。）（様式第１号）を、所管する農林事務所長（以下「所長」という。）が別に定める日までに提出するものとする。
第４　補助金交付の申請

事業主体の長は、事業の内示を受けたときは、県要綱第４により所長が指定する日までに補助金交付申請書（県要綱様式第１号（その１））等提出書類を提出するものとする。
第５　事業の着手
　　　事業主体の長は、補助金交付の決定通知があったときは、速やかに事業に着手すること。
第６　事業計画の変更
　　　事業主体は、県要綱第５に定める重要な変更に加え、事業実施期間の延長が生じる場合は、ただちに農林事務所に報告するとともに、県要綱第７に定める提出書類に、計画の変更内容及び変更理由書（様式第２号）を添付し、所長に提出すること。
第７　実績報告書の提出
　１　事業主体の長は、県要綱第９により事業の完了した日から起算して15日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の４月５日のいずれか早い日までに林業関係事業実績報告書（以下「実績報告書」という。）（県要綱様式第６号）等提出書類に次の書類を添付し、所長に提出するものとする。
　（１）デジタル技術現場実装業務改善実績報告書（様式第３号）

（２）導入したデジタル技術が判別できる書類、写真
（３）デジタル技術の導入に要した経費が確認できる書類
　２　事業主体の長は、実績報告書の提出後、所長が行う検査を受けなければならない。
第８　事業着手の制限
　　　事業の着手は、原則として交付決定に基づき行うものとする。ただし、当該年度内において止むを得ない事情により交付決定前に着手する必要がある場合には、事業主体の長は、あらかじめその旨を具体的に明記した交付決定前着手届（様式第４号）を所長に提出するものとする。
第９　その他
　　　補助金の交付を受けようとする者は、「静岡森林・林業イノベーションフォーラム」への加入に努めるものとする。
　附  　則
　この要領は、令和３年４月１日から施行する。
附　　則
　この改正は、令和８年５月１日から施行する。

別表

業務の効率化や労働安全の確保に資するデジタル技術等

	技術区分

	・森林調査、測量や計画作成の効率化に資する技術
・路網整備、素材生産の効率化に資する技術
・造林、保育の効率化に資する技術
・獣害対策の効率化に資する技術

・施工管理の効率化に資する技術
・労働安全の確保に資する技術


様式第１号
デジタル技術現場実装業務改善計画書
第　　　　　号　

年　　月　　日　

　農林事務所長　様
　　　　　所在地

　　　　　名　称

　　　　　代表者　氏　　　　　　　名

１　経営改善の目的
２　経営改善につながる業務改善（現状と課題）　
	現　状
	課　題

	
	


３　業務改善に向けた導入技術の活用
（１）導入技術

ア　技術区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　
イ　製品名及び開発社/数量（製品の性能等が分かるパンフレット等添付）
ウ　技術の活用方法
　　　
　　　

（２）事業費（補助金額）
（３）事業実施期間
４　改善計画
	区分
	現状
	計画
	改善見込量

	A人工または作業時間
（単位当たりで記載）
	
	
	

	B年間人工または作業時間
（A×　回/年）
	
	
	

	C金額
（単位当たりで記載）
	
	
	

	D年間金額
（C×　回/年）
	
	
	


（注）　以下の項目についても記載すること。
　　　　　責任者　職・氏名
　　　　　作成者　職・氏名
様式第２号
計画の変更内容及び変更理由書
第　　　　　号　

年　　月　　日　

　農林事務所長　様

　　　　　所在地

　　　　　名　称

　　　　　代表者　氏　　　　　　　名
１　計画の変更内容及び変更理由

	変更の内容
	当初計画
	変更計画
	計画変更の理由

	
	
	
	


２　変更改善計画（上段：当初、下段：変更）
	区分
	現状
	計画
	改善見込量

	A人工または作業時間
（単位当たりで記載）
	
	
	

	B年間人工または作業時間
（A×　回/年）
	
	
	

	C金額
（単位当たりで記載）
	
	
	

	D年間金額
（C×　回/年）
	
	
	


（注１）　以下の項目についても記載すること。
　　　　　　責任者　職・氏名
　　　　　　作成者　職・氏名
様式第３号
デジタル技術現場実装業務改善実績報告書　
第　　　　　号　

年　　月　　日　

農林事務所長　様
　　　　　所在地

　　　　　名　称

　　　　　代表者　氏　　　　　　　名

年　月　日付け　第　号により補助金の交付の決定を受けたデジタル技術現場実装事業の
改善実績を報告します。

１　導入技術　
（１）技術区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）製品名及び開発社/数量　　　　　　　　　
２　事業費（補助金額）
３　事業実施期間
４　改善実績
	区　分
	導入前
Ａ
	計　画
	実　績
Ｂ
	改善数量
（Ａ－Ｂ）

	A人工または作業時間
（単位当たりで記載）
	
	
	
	

	B年間人工または作業時間
（A×　回/年）
	
	
	
	

	C金額
（単位当たりで記載）
	
	
	
	

	D年間金額
（C×　回/年）
	
	
	
	


（その他改善実績）
（注）　以下の項目についても記載すること。
　　　　　責任者　職・氏名
　　　　　作成者　職・氏名
様式第４号
第　　　　　　号　

　年　月　日　
　農林事務所長　様
　　　　　所在地

　　　　　名　称

　　　　　代表者　氏　　　　　　　名

年度デジタル技術現場実装事業交付決定前着手届
　デジタル技術現場実装事業実施要領第８の規定に基づき、別記条件を了承の上、下記のとおり提出します。
記
１　導入技術
（１）技術区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（２）製品名及び開発社/数量　　　　　　　　
２　事業費（補助金額）　　
３　着手予定年月日　　　
４　交付決定前の着手を必要とする理由　
（別記条件）
　１　交付決定を受けるまでの期間に天災等の事由によって実施した施策に損失を生じた場合は、これらの損失は事業主体が負担すること。
　２　交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議を申し立てないこと。
　３　当該施策については、着工から交付決定を受けるまでの期間内においては計画の変更は行わないこと。
（注）　以下の項目についても記載すること。
　　　　　責任者　職・氏名
　　　　　作成者　職・氏名
様式第１号　　　　　　　　　　　　　　（記載例１）
デジタル技術現場実装業務改善計画書
第　　　　　号　

年　　月　　日　

　農林事務所長　様

　　　　　所在地

　　　　　名　称

　　　　　代表者　氏　　　　　　　名

１　経営改善の目的
　　安定した経営を行うため、計画的な施業地の確保を行いたい。集約化等を担う森林施業プランナーは、多様な業務で謀殺されており、時間外労働も多く、施業地確保に注力できていない。施業地確保に集中できる労働環境を整備したい。
２　経営改善につなげる業務改善（現状と課題）　
	現　状
	課　題

	森林施業プランナーは、施業地の作成、管理、丸太の販売、材積の確認等、多様な業務を抱え、負担が増加している。
中でも、材積の確認は、施業地の作業を止めないよう、都度、2人一組で丸太の検知作業を行っており、時間、労力ともに負担が大きい。
	森林施業プランナーの負担軽減のため、検知作業効率の向上に取り組む必要がある。



３　業務改善に向けた導入技術の活用
（１）導入技術

ア　技術区分
　路網整備、素材生産の効率化に資する技術
イ　製品名及び開発社/数量（製品の性能等が分かるパンフレット等添付）

　　丸太検知アプリ（株式会社Z）/2式
ウ　技術の活用方法
　　　　検知作業効率の向上による森林施業プランナーの負担軽減
　　　　丸太検知アプリの活用により、検知時間が短縮でき、1人で検知が可能となる。
　　　　森林施業プランナーが所有するタブレット端末に当該アプリを導入することで、検知作業にかかる時間と労力を削減する。
（２）事業費（補助金額）　120,000円（60,000円）
（３）事業実施期間　令和〇年〇月〇日～令和□年□月□日
４　改善計画

	区分
	現状
	計画
	改善見込量

	A人工または作業時間
（単位当たりで記載）
	0.14人工/箇所
60　 分/箇所
	0.02人工/箇所
10　 分/箇所
	0.12人工/箇所
50　 分/箇所

	B年間人工または作業時間
（A×　回/年）
	A×100箇所＝14人工
A×60分＝100時間
	A×100箇所＝２人工
A×10分＝17時間
	12人工
83時間

	C金額
（単位当たりで記載）
	10,000円×0.14人工
＝1,400円
	10,000円×0.02人工
＝200円
	1,200円

	D年間金額
（C×　回/年）
	10,000円×14人工
＝140,000円
	10,000円×2人工
＝20,000円
	120,000円


（注）　以下の項目についても記載すること。
　　　　　責任者　職・氏名　　業務部長　山田　行三
　　　　　作成者　職・氏名　　業務課員　山根　行代
様式第１号　　　　　　　　　　　（記載例２）
デジタル技術現場実装業務改善計画書
第　　　　　号　

年　　月　　日　

　農林事務所長　様

　　　　　所在地

　　　　　名　称

　　　　　代表者　氏　　　　　　　名

１　経営改善の目的
　　経営規模の拡大に伴い、作業員の確保に向けて新規就業と定着率向上に取り組んでいるが、労働災害の高さから、若者の新規就業がなく、離職も見られる。
作業員が安全に働ける環境を整備し、労働力の確保につなげたい。
２　経営改善につなげる業務改善（現状と課題）　
	現　状
	課　題

	伐倒作業は、隣接作業とならないよう作業員ごとに施業範囲を決め、作業を行っている。滑落やﾁｪｰﾝｿｰによる事故等が発生した場合、休憩時間や終了時等、集合時間まで事故発生が把握できず、それまで救助活動が行われない。
	事故発生の早期の把握と早期救助が可能となる仕組みを構築する必要がある。


３　業務改善に向けた導入技術の活用
（１）導入技術

ア　技術区分
　　労働安全の確保に資する技術　　　　　　　　　　　　　　　　
イ　製品名及び開発社/数量（製品の性能等が分かるパンフレット等添付）

被災者早期発見くん（株式会社A）/１式
ウ　技術の活用方法
　　　　作業員の労働安全の確保
　　　　被災者早期発見くんを作業員がヘルメットに装着することで、装着者の転倒、滑落などの動きを感知するとともに、周囲の作業員にヘルメットの打刻により事故発生を知らせることができる。この機能を活用し、作業員3人分/班の被災者早期発見くんを導入することで、事故の早期把握と被災者の早期救助、治療につなげる。
（２）事業費（補助金額）　190,000円（95,000円）
（３）事業実施期間　令和〇年〇月〇日～令和□年□月□日
４　改善計画

	区分
	現状
	計画
	改善見込量

	A人工または作業時間
（単位当たりで記載）
	
	
	

	B年間人工または作業時間
（A×　回/年）
	
	
	

	C金額
（単位当たりで記載）
	
	
	

	D年間金額
（C×　回/年）
	
	
	

	その他（　　　　　　）
	
	
	


（注）　以下の項目についても記載すること。
　　　　　責任者　職・氏名　　業務部長　山田　行三
　　　　　作成者　職・氏名　　業務課員　山根　行代
労働安全の確保に資する技術の場合


記載不要








